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【下水道工事に伴う通行制限等の住民への周知について】

１．下水道工事に係る通行制限の内容については、事前に予告看板のみならず、文書等により関係する住民に広報すること。文書により広報

する場合は、事前に文書内容及び配布区域について香南市上下水道課の了承を得ること。

（広報内容）通行制限期間 工事施工場所 通行制限区間 迂回路 通行制限区域に関係する住民の通行車両への対応等
施工業者等の連絡先

２．夜間工事施工での留意事項

•夜間工事施工時に発生する騒音振動については、事前に施工場所のみならず資材仮置場付近住民等に十分説明し協力を得ること。

•夜間施工時での重機等についてはこまめに停止し、極力騒音を抑えること。

•交通整理人に施工付近等の状況について十分説明を行い、通行制限内住民車両への配慮等理解させておくこと。

３．その他

工事施工中での工法変更等による地元住民説明会の開催が必要と認められるときは、香南市及び町内会長等と協議し説明会の開催を

検討すること。


